
人 企 ― ８ ４ ０

令和６年６月２８日

人事院事務総局人材局長

「期間業務職員の適切な採用について」の一部改正について（通

知）

「期間業務職員の適切な採用について（平成２２年８月１０日人企―９７

２）」の一部を下記のとおり改正したので、令和６年６月２８日以降は、これに

よってください。

記

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する

改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改 正 後 改 正 前

１ 任命権者は、期間業務職員を採 １ 任命権者は、期間業務職員を採

用する場合において、人事院規則 用する場合において、人事院規則

８―１２（職員の任免）（以下 ８―１２（以下「規則」とい

「規則」という。）第４６条第２ う。）第４６条第２項第２号及び

項第２号及び「人事院規則８―１ 人事院規則８―１２（職員の任

２（職員の任免）の運用について 免）の運用について（平成２１年

（平成２１年３月１８日人企―５ ３月１８日人企―５３２。以下
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３２）」（以下「運用通知」とい 「運用通知」という。）第４６条

う。）第４６条関係第３項の規定 関係第３項に規定する場合には公

により公募によらない採用を行う 募によらないことができるとされ

ときにおいても、国家公務員法 ているが、国家公務員法（昭和２

（昭和２２年法律第１２０号）に ２年法律第１２０号）に定める平

定める平等取扱いの原則及び任免 等取扱の原則及び任免の根本基準

の根本基準（成績主義の原則）を （成績主義の原則）を踏まえ、任

踏まえた適正な運用を行うこと。 命権者は、これらの規定による公

募によらない採用は、同一の者に

ついて連続２回を限度とするよう

努めるものとすること。

２～４ （略） ２～４ （略）

以 上


